
業務説明資料  

 

１ 業 務 名   

 横浜市放課後キッズクラブ・放課後児童クラブへの長期休業期間中の昼食提供・配送業務等委

託  

 

２ 委託期間 

 契約締結日から令和９年３月31日 まで 

 ※ただし、昼食提供期間は令和８年度の小学校の夏季・冬季・学年末休業期間中 

（土曜、日曜、祝日、お盆休み期間（令和８年８月10日から令和８年８月14日）及びクラブの閉

所日を除く）とし、具体的な日程は別途通知する。 

なお、この事業の委託については、令和７年度に実施するプロポーザルによる事業者の募集、選 

定により、各年度の予算が確定することを前提に、３年間（令和８年度の７月から令和11年度の４

月まで）有効とします。 

   

３ 事業概要  

学校施設を活用し放課後事業を実施している「放課後キッズクラブ」と、民間施設等を活用した 

放課後児童健全育成事業を実施している「放課後児童クラブ」の２つの放課後事業において、長期

休業期間中の昼食提供を実施します。 

保護者負担の軽減はもとより、放課後事業運営者にとっても負担なく、児童に安心して昼食を

提供できるような仕組みとして、令和６年度はモデル事業として夏休み期間に委託事業として実

施し、令和７年度は夏休みに加えて、冬休み及び学年末休業日にも期間を拡大し実施しました。 

昼食の製造費及び食材費は利用者負担とし、配送料その他事務経費等を横浜市が負担します。 

また、昼食提供に関する利用者への案内や広報協力も委託業務に含むものとします。 

  委託業務の詳細は次のとおりです。 

 

４ 事業内容 

 （１）具体的な内容 

昼 食 の 提

供・回収 

・事業者の調理場で調理した主食及び副食を、事業者が用意した容器に盛り付け、コ

ンテナに詰めて、注文があったクラブに配送します。 

・ごはんの量は大小（大 200g 小 160g）２種類とし、それぞれわかるように容器を変

えてください（容器の色を変える等）。 

・容器はしっかりと蓋が閉まるものを選択すること。 

・利用者の負担は１食あたり 440 円（税込み）とします。 

・利用者の負担は、献立及びおかずの内容に関わらず、毎日同じ価格とします。 

・容器及びコンテナは各事業者で準備します。 

 （リユース可能な容器が望ましい） 



・昼食提供後、容器及び残菜は各事業者が回収します。 

・コンテナには、蓄熱材・保冷剤を入れる等の対応を行います。 

・配送時間は原則、以下の通りとします。 

 

 

 

 

実施 

クラブ数 

放課後キッズクラブ：336 か所、放課後児童クラブ：226 か所 

クラブ名及び所在地については資料６「区・クラブごとの配食想定数及び所在地一覧」

及び資料７「昼食提供実施エリア（22 エリア）」を参照してください。 

※事業開始前に最新版の一覧を提供します。 

※提供実施日時点で、クラブか所数の増減が発生する場合があります 

対象者 放課後キッズクラブ：約 40,000 名、放課後児童クラブ：約 9,000 名 

（令和７年４月１日時点） 

想定食数 

 

12,825 食 

各クラブの利用者のうち、長期休業日のクラブ利用者 23,981 人（令和７年度実績）

の約 55％程度を見込んだ食数を想定 

実施日数 概ね 30 日（夏期・冬期・春期休業期間中の土曜、日曜、祝日、お盆休み期間及び各

クラブの閉所日を除く日数） 

【目安（令和８年度）】 

夏期休業日：令和８年７月 21 日から令和８年８月 26 日（22 日） 

冬期休業日：令和８年 12 月 26 日から令和９年１月６日（４日） 

学年末休業日：令和９年３月 26 日から令和９年３月 31 日（４日） 

委託業務 詳細は「資料２ 委託概要書」のとおり 

献立、食材

調達 

・献立は主食（米飯等）及び副食（主菜１品・副菜３～４品程度）を目安として事業

者が作成します。副菜のうち１品はデザートでも可とします。 

・使用食材、栄養価、アレルギー情報を表示し、児童の嗜好に沿ったメニューを作成

してください。 

・食材については安全性を確保し、可能な限り地産地消を意識したものとしてくだ 

さい。 

受渡 昼食（参考） 回収

時間 概ね９時30分から11時45分 概ね12時から13時 概ね13時30分から16時

区 鶴見区① 鶴見区② 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区 旭区 磯子区 金沢区

対象
クラブ数

25クラブ 23クラブ 35クラブ 17クラブ 13クラブ 26クラブ 31クラブ 29クラブ 38クラブ 24クラブ 32クラブ

提供食数 506 533 959 352 270 538 709 754 798 503 627

区 港北区① 港北区② 緑区 青葉区① 青葉区② 都筑区 戸塚区① 戸塚区② 栄区 泉区 瀬谷区

対象
クラブ数

26クラブ 35クラブ 29クラブ 21クラブ 23クラブ 34クラブ 18クラブ 22クラブ 21クラブ 24クラブ 16クラブ

提供食数 798 791 667 555 490 729 525 483 388 525 325



メニューの

アレルギー

表示 

・メニューについてはアレルギー表示（特定原材料８品目、特定原材料に準ずる 20

品目）を必ず行うこととし、あらかじめ保護者が確認して注文できる体制を整えます。 

・アレルギー除去食や代替食の提供は行わないこととします。 

・アレルギー表示については、所定の様式「アレルギー表示（メニュー・調味料）（様

式８）」に事業者内で必ずダブルチェックを行ったうえで記載し、「アレルギー表示ダ

ブルチェック確認票（様式 10）」と合わせて委託者へ提出してください。 

受注管理 ・委託者が用意する注文システムにより、利用者が注文した個数を確認し、クラブご

とに配送してください。 

・利用者からの注文受付期限は、利用予定日の６日前の９時 00 分までとします。 

・注文のキャンセル期限は、利用予定日の２日前の９時 00 分とします。また、キャ

ンセルが発生した時のみ、利用予定日２日前の 10 時 00 分から利用予定日前日の 15

時 00 分まで再度注文を受付けるものとします。 

・利用者料金は、注文システムを通して収納代行事業者より事業者へ支払われます。 

一時保管場

所 

・配送されたお弁当は、昼食の時間まで各クラブの一時保管場所で保管します。 

・一時保管場所には、冷蔵庫や湿温蔵庫など温度管理に係る備品は設置していないた

め、お弁当の温度管理は運搬に利用するコンテナによって行います。 

・施設の状況から一時保管場所を用意できないクラブが数クラブあります。当該クラ

ブでは、クラブが指定する場所に直接運び、クラブ職員に受け渡すものとします。 

   

６  事故等によって発生した損害について 

   本委託業務の実施にあたり、事故等によって利用者に損害を及ぼした場合は、事業者の責任 

において対応していただきます。 

 

７  その他 

(1) 事業の実施にあたっては、安全性を確実に確保した上で実施してください。 

(2) 各季の昼食提供期間が終了し、振り返り報告を行った後に、「業務報告（日報）（様式９）」と

ともに部分完了に関する届け出を行ってください。また、昼食提供最終日に委託完了届を提出

してください。 

（3）昼食提供日には、必ず連絡対応（電話・メール等）ができる体制としてください。 

 


